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Ⅰ雇用調整助成金の今後について 
新型コロナウィルス感染症における雇用調整助成金の特例措置とし

て来年2月末まで日額上限の引き上げ等が行われています。3月以降は
段階的に縮小し、5～6月にはリーマンショック時並みの特例とする方
針が表明されました。今後は、来年1月末及び、3月末時点で感染が拡
大している地域や業況が厳しい企業については特例を設ける等、柔軟
に対応していく予定です。3月以降の対応についてご紹介いたします。
◆3月以降の雇用調整助成金の特例措置はどうなる？ 
リーマンショック時の主な特例措置については以下の通りです。 

  リーマンショック時の特例措置 コロナ特例措置 

助成率 中小企業 4/5 大企業 2/3 
中小企業 10/10  

大企業 3/4 

生産指標要件 3 カ月 5%以上減少 1 カ月 5%以上減少 

対象被保険者 
被保険者期間 6 カ月未満から

助成 

被保険者でない労働者も

助成 

支給限度日数 3 年 300 日 

令和 2 年 2 年 4 月 1 日 

から令和 3 年 2 月末まで

の期間+1 年 100 日、 

3 年 150 日 

◆3月以降の支援策 
「産業雇用安定助成金（仮称）」が創設され、出向元と出向元への双
方への支援とともに、雇用調整助成金、労働移動支援助成金による支
援は継続されます。また、就労経験がなく、就労を希望する求職者を
一定期間試行雇用する事業主に対して、賃金助成制度を創設するとと
もに、紹介予定派遣を通じた正社員化をキャリアアップ助成金にて促
進する予定です。 

Ⅱ育休中の保険料、免除対象拡大へ  
厚生労働省は 2022 年度にも育児休業中に社会保険料の支払いが免

除される対象者を拡大する案の検討を開始しました。 
◆育休中の保険料免除、この実態は？ 
現状、育児休業中の社会保険料については、「育児休業等を開始した
月からその育児休業等が終了する月の前月（ただし、終了する日が月
末である場合は、その月）までの間」が免除の対象です。これにより
月末時点で育児休業を取得している場合には、その月の社会保険料は
免除となりますが、11 月 10 日～11 月 23 日というように月の途中で短
期間の育児休業を取得した場合は、月末時点で育児休業を取得してい
ないため、その月の社会保険料は免除となりません。男性社員は育児
休業を取得する期間も短いため、月末をまたがなければ免除にならな
いという今の制度は実態に合っていません。そこで、1 月以下の育休取
得に係る保険料免除の方向性として「その月の末日が育休期間中であ
る場合に加えて、その月中に一定以上育休を取得した場合にも保険料
を免除する」、「月の半分にあたる 2 週間以上の育休取得を保険料免
除の基準とする」といった議論が開始されました。2021 年度の関連法
案の国会提出を目指しています。 
 連載コラムNo.5 

「年末調整で行うこと」 
 従業員がいる以上、雇用主の義務である年末調整。年末調整を行
わないと、１年以下の懲役または 50 万円以下の罰金などのペナル
ティが課されることも。今回は年末調整についてご紹介します。 
◆年末調整とは？ 
年末調整とは、その年に支払った給与や賞与から控除された所得税
を精算する手続きのことです。所得税は1年間の所得に対して税額
が決まるため、毎月の給料から源泉徴収されていた所得税との差額
が出てしまいます。源泉徴収額は概算のため、各人の配偶者特別控
除や生命保険料控除などは考慮されていません。そのため再計算す
る必要があるのです。年末調整の対象となるのは基本的に、年末ま
で給与を支払っているすべての従業員です。ただし、日雇い労働者
等対象とならない人もいます。年末調整を行うのは、年末だけとは
限りません。①海外転勤によって出国し、非居住者となった人②死
亡により退職した人③著しい心身の障害のため退職した人等は、年
の途中でも年末調整をし、過不足額の精算をします。年末調整では
従業員から「給与所得者の扶養控除等（異動）申告書」と「給与所
得者の保険料控除申告書」、「給与所得者の基礎控除申告書兼配偶
者控除申告書兼所得金額調整控除申告書」を提出してもらい、各従
業員の事情に合わせて適用される控除を差し引き、計算します。 


